
                                                            令和５年４月１１日 

 保 護 者 様 

                          県立東はりま特別支援学校 

校 長  村 松 好 子 

                            

警報発令等による臨時休業について(お知らせ) 

 

麗春の候、皆様にはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。  

さて、警報が発令された場合には、下記のとおり対応をよろしくお願いします。 

 

記 

 

１ 気象警報発令時の対応 
 

 

  

 

 

 

 

 

２ 自然災害時の対応 
 

 

 

 

 

 

 

 

３ 留意点 

（１）休校明けの授業は、その曜日の授業（予定表）通りになりますのでご注意ください。 

（２）★印の一斉メールは確認のために送ります。 

時 間 児童生徒の状況 学 校 の 対 応 

 

6 時 30 分

以降 

スクールバス運行中 
★保護者へ 

一斉メールで連絡 

各停留所で介助員が知らせる→帰宅 

登校中の児童生徒、

自力通学生 

そのまま登校または帰宅 

保護者に連絡→帰宅 

 

 

登校後 授 業 中 

状況に応じ下校時刻変更→担任が保護者に連絡→帰宅 

 

※警報発令の可能性がある場合にも､児童生徒の安全確保

のため、自力通学生の下校時間を変更することがある。 

時 間 児童生徒の状況 学 校 の 対 応 

 

 
6時 30分 

スクールバス発車前  

★保護者へ 

一斉メールで連絡 

 

担任が保護者に連絡 

スクールバス運行中 各停留所で介助員が知らせる→帰宅 

登校中の児童生徒、

自力通学生 

そのまま登校または帰宅 

保護者に連絡→帰宅 

登校後 授 業 中 状況に応じ下校時刻変更→担任が保護者に連絡→帰宅 

                【テレビ・ラジオ等でご確認ください】  

朝６時３０分の時点で 

加古川市、高砂市、播磨町のいずれかの市町に 
大雨、洪水、暴風、暴風雪、高潮、波浪、大雪警報が発令された場合 

臨 時 休 業 

                 【★保護者への一斉メールで連絡】  

警報の有無に関わらず 

大雨、洪水、暴風、降雪、道路の凍結、浸水、地震（５弱）等により、児童生徒の

登下校の安全が確保されないと学校が判断した場合 

臨 時 休 業 


